
施設名
所管課

問い合わせ先
使用時間 単位 現行料金（円） 新料金（円）

９時から12時まで 650 720

12時から17時まで 980 1,080

17時から22時まで 1,310 1,460

９時から17時まで 1,640 1,830

12時から22時まで 1,960 2,180

９時から22時まで 2,620 2,920

９時から12時まで 1,310 1,460

12時から17時まで 1,960 2,180

17時から22時まで 2,620 2,920

９時から17時まで 3,280 3,670

12時から22時まで 3,930 4,400

９時から22時まで 5,250 5,870

９時から12時まで 2,660 2,920

12時から17時まで 4,000 4,400

17時から22時まで 5,340 5,870

９時から17時まで 6,680 7,340

12時から22時まで 8,010 8,810

９時から22時まで 10,690 11,750

児童及び生徒 １回につき 20 30

一般 １回につき 50 60

１式１回につき 300 330

１人１回につき 30 40

１人１回につき 100 110

１個１時間まで 50 60

児童及び中学校生徒 １式１回につき 50 60

高等学校生徒 １式１回につき 70 80

一般 １式１回につき 100 110

児童及び中学校生徒 １式１回につき 50 60

高等学校生徒 １式１回につき 70 80

一般 １式１回につき 100 110
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久慈市第二体育館 生涯学習課
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個人使用



施設名
所管課

問い合わせ先
使用時間 単位 現行料金（円） 新料金（円）区分

児童及び中学校生徒 １式１回につき 20 30

高等学校生徒 １式１回につき 30 40

一般 １式１回につき 50 60

児童及び中学校生徒 １式１回につき 10 20

高等学校生徒 １式１回につき 20 30

一般 １式１回につき 30 40

児童及び中学校生徒 １畳１回につき 10 20

高等学校生徒 １畳１回につき 10 20

一般 １畳１回につき 10 20

児童及び中学校生徒 １式１回につき 100 110

高等学校生徒 １式１回につき 100 110

一般 １式１回につき 100 110

※貸切使用の利用料金は、体育室の2分の1を単位に適用するものとし、同一使用者が全面積を使用する場合の利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の額の50パーセントに相当

する額を加算した額とする。
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